
 
【人権施策基本方針の位置付け】 

○「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」第６条に基づき策定する人権施策の基本となるべき方針 
  ＜参考＞ 

  鳥取県人権尊重の社会づくり条例 

   第６条 知事は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となるべき方針（以下「人権施策基本

方針」という。）を定めるものとする。 

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）人権尊重の基本理念 

（２）人権教育及び人権啓発に関すること。 

（３）差別実態の解消に向けた施策に関すること。 

（４）相談支援体制に関すること。 

（５）人権施策の推進に資する調査に関すること。 

（６）第２号から前号までに掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要な施策に関すること。  

（７）人権問題における分野ごとの施策に関すること。  

（８）前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項 

 

○県や市町村、関係団体、ＮＰＯ等民間団体、企業等が連携、協働して、人権意識の高揚や人権尊重の

取組を進めていくための、県の人権施策の中・長期的な方向性を示すもの。 

 

【問１】あなたは「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」を知っていますか。 
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令和３年度 第６回県政参画電子アンケート 

「鳥取県人権施策基本方針(第４次改訂)(案)」に関するアンケート結果概要 

 

１ 調査概要 

〇テーマ    「鳥取県人権施策基本方針(第４次改訂)(案)」に関するアンケート 

〇実施期間  令和３年１２月３日～１２月１３日 

〇対象     県政参画電子アンケート会員   ７１７名 

〇回答数    ４６４名(回答率 ６４．７％) 

 

２ 目的・概要 

鳥取県では人権が尊重される社会の実現に向け、平成８年に全国に先駆けて制定した「鳥

取県人権尊重の社会づくり条例」に基づき平成９年に「鳥取県人権施策基本方針」を定め、具

体的な施策の方向性を示すとともに、様々な人権施策を展開し、社会情勢の変化に対応しなが

ら人権先進県づくりに取り組んできました。 

近年のインターネットやＳＮＳの発達、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、誹謗中

傷や差別的言動等の被害が深刻な社会問題となったことから、令和３年４月に人権尊重の社

会づくり条例を一部改正しました。それに伴い、基本方針を改訂することとしましたので、会員の

皆様のご意見をいただきたくアンケートを実施するものです。  



【問２】あなたは「鳥取県人権施策基本方針」を知っていますか。 

 

 

 

【問３】あなたは、鳥取県内において、力を入れるべき人権分野は何だと思いますか。 

 

※複数回答、回答者４６４名 
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１８ その他

１７ 分からない

１６ 特にない

１５ ひきこもりの状態にある人の人権

１４ アイヌの人々の人権

１３ 災害被害者等の人権

１２ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

１１ 生活困難者の人権

１０ 性的マイノリティの人権

９ 犯罪被害者等の人権

８ 刑を終えて出所した人の人権

７ 感染症等病気にかかわる人の人権

６ 外国人の人権

５ 高齢者の人権

４ 子どもの人権

３ 障がいのある人の人権

２ 男女共同参画に関する人権

１ 同和問題(部落差別)

人数



【問４】差別のない人権が尊重される社会をつくるために、どのような取組手法が必要だと思い

ますか。 

 

※複数回答、回答者４６４名 
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９ その他

８ 分からない

７ 県民一人ひとりの人権意識は十分高まっており、これ以

上の取組みは必要ない

６ 人権侵害を受けた人に対する相談支援体制の充実

５ 住民組織・NPOなど民間活動団体への活動支援

４ 企業の職場における人権尊重に向けた取組みの充実

３ 学校での人権尊重の心を育てる教育

２ 家庭での人権尊重の心を育てる教育

１ 行政による積極的な広報・啓発活動

人数


